
掲示期間 3.30‐4.8

30

22



 

 

方法により公表し」を削る。 

（新潟市水族館条例施行規則の一部改正） 

第４条 新潟市水族館条例施行規則（平成３年新潟市規則第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第９条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１１条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市万代市民会館条例施行規則の一部改正） 

第５条 新潟市万代市民会館条例施行規則（平成３年新潟市規則第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１４条中「第２４３条の２第１項」を削る。 

第１６条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市民プラザ条例施行規則の一部改正） 

第６条 新潟市民プラザ条例施行規則（平成５年新潟市規則第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市自転車等駐車場条例施行規則の一部改正） 

第７条 新潟市自転車等駐車場条例施行規則（平成５年新潟市規則第２０号）の一部を次

のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「



 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市斎場条例施行規則の一部改正） 

第８条 新潟市斎場条例施行規則（平成７年新潟市規則第４３号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市天寿園条例施行規則の一部改正） 

第９条 新潟市天寿園条例施行規則（平成７年新潟市規則第５７号）の一部を次のように

改正する。 

第１２条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１４条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の施行及び一般廃棄物処理業の許可

等に関する規則の一部改正） 

第１０条 新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の施行及び一般廃棄物処理業

の許可等に関する規則（平成８年新潟市規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

第２５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第２７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 



 

 

（新潟市営住宅条例施行規則の一部改正） 

第１１条 新潟市営住宅条例施行規則（平成９年新潟市規則第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第３５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市西新潟市民会館条例施行規則の一部改正） 

第１２条 新潟市西新潟市民会館条例施行規則（平成９年新潟市規則第３０号）の一部を

次のように改正する。 

第１５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市地域保健福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第１３条 新潟市地域保健福祉センター条例施行規則（平成１０年新潟市規則第２０号）

の一部を次のように改正する。 

第１０条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１２条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市民芸術文化会館条例施行規則の一部改正） 

第１４条 新潟市民芸術文化会館条例施行規則（平成１０年新潟市規則第２９号）の一部

を次のように改正する。 

第１５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「



 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市音楽文化会館条例施行規則の一部改正） 

第１５条 新潟市音楽文化会館条例施行規則（平成１０年新潟市規則第３６号）の一部を

次のように改正する。 

  第１５条中「第２４３条の２第１項」を削る。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市會津八一記念館条例施行規則の一部改正） 

第１６条 新潟市會津八一記念館条例施行規則（平成１０年新潟市規則第５２号）の一部

を次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市急患診療センター条例施行規則の一部改正） 

第１７条 新潟市急患診療センター条例施行規則（平成１２年新潟市規則第３５号）の一

部を次のように改正する。 

第５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市西堀地下駐車場条例施行規則の一部改正） 

第１８条 新潟市西堀地下駐車場条例施行規則（平成１３年新潟市規則第５０号）の一部



 

 

を次のように改正する。 

第１１条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１３条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市歴史博物館条例施行規則の一部改正） 

第１９条 新潟市歴史博物館条例施行規則（平成１５年新潟市規則第５４号）の一部を次

のように改正する。 

第１２条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１４条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市生涯学習センター条例施行規則の一部改正） 

第２０条 新潟市生涯学習センター条例施行規則（平成１６年新潟市規則第４２号）の一

部を次のように改正する。 

第６条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第８条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟国際友好会館条例施行規則の一部改正） 

第２１条 新潟国際友好会館条例施行規則（平成１６年新潟市規則第４３号）の一部を次

のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の



 

 

方法により公表し」を削る。 

（新潟市公民館使用料徴収規則の一部改正） 

第２２条 新潟市公民館使用料徴収規則（平成１７年新潟市規則第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市新津地域学園条例施行規則の一部改正） 

第２３条 新潟市新津地域学園条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２０号）の一部を

次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市白根学習館使用料徴収規則の一部改正） 

第２４条 新潟市白根学習館使用料徴収規則（平成１７年新潟市規則第２１号）の一部を

次のように改正する。 

第６条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第８条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市亀田市民会館条例施行規則の一部改正） 

第２５条 新潟市亀田市民会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２２号）の一部を

次のように改正する。 



 

 

第１２条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１４条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市西川学習館使用料徴収規則の一部改正） 

第２６条 新潟市西川学習館使用料徴収規則（平成１７年新潟市規則第２４号）の一部を

次のように改正する。 

第５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市西川多目的ホール使用料徴収規則の一部改正） 

第２７条 新潟市西川多目的ホール使用料徴収規則（平成１７年新潟市規則第２５号）の

一部を次のように改正する。 

第６条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第８条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市潟東ゆう学館条例施行規則の一部改正） 

第２８条 新潟市潟東ゆう学館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２６号）の一部を

次のように改正する。 

  第１３条中「第２４３条の２第１項」を削る。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市岩室健康増進センター条例施行規則の一部改正） 



 

 

第２９条 新潟市岩室健康増進センター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第３３号）

の一部を次のように改正する。 

第６条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第８条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市新津美術館条例施行規則の一部改正） 

第３０条 新潟市新津美術館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第４８号）の一部を次

のように改正する。 

  第１５条中「第２４３条の２第１項」を削る。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市小須戸地区ふれあい会館条例施行規則の一部改正） 

第３１条 新潟市小須戸地区ふれあい会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５１号）

の一部を次のように改正する。 

第１４条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１６条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市しろね大凧と歴史の館条例施行規則の一部改正） 

第３２条 新潟市しろね大凧と歴史の館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５３号）

の一部を次のように改正する。 

第８条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１０条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の



 

 

方法により公表し」を削る。 

（重要文化財旧笹川家住宅条例施行規則の一部改正） 

第３３条 重要文化財旧笹川家住宅条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５７号）の一

部を次のように改正する。 

第５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市曽我・平澤記念館条例施行規則の一部改正） 

第３４条 新潟市曽我・平澤記念館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第５８号）の一

部を次のように改正する。 

第５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市老人福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第３５条 新潟市老人福祉センター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第７０号）の一

部を次のように改正する。 

  第１６条中「第２４３条の２第１項」を削る。 

第１８条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市廃棄物処理施設附属施設条例施行規則の一部改正） 

第３６条 新潟市廃棄物処理施設附属施設条例施行規則（平成１７年新潟市規則第７５号）

の一部を次のように改正する。 

  第１１条中「第２４３条の２第１項」を削る。 



 

 

第１３条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市新津地区勤労青少年ホーム条例施行規則の一部改正） 

第３７条 新潟市新津地区勤労青少年ホーム条例施行規則（平成１７年新潟市規則第８０

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市勤労者福祉施設条例施行規則の一部改正） 

第３８条 新潟市勤労者福祉施設条例施行規則（平成１７年新潟市規則第８２号）の一部

を次のように改正する。 

第１２条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１４条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市新津地区グリーンセンター条例施行規則の一部改正） 

第３９条 新潟市新津地区グリーンセンター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第８４

号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市小須戸地区花とみどりのシンボルゾーン条例施行規則の一部改正） 

第４０条 新潟市小須戸地区花とみどりのシンボルゾーン条例施行規則（平成１７年新潟



 

 

市規則第８５号）の一部を次のように改正する。 

第１０条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１２条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市広報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市バイオリサーチセンター条例施行規則の一部改正） 

第４１条 新潟市バイオリサーチセンター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第１１４

号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１３条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（旧日本銀行新潟支店長役宅条例施行規則の一部改正） 

第４２条 旧日本銀行新潟支店長役宅条例施行規則（平成１７年新潟市規則第１１６号）

の一部を次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市巻ふれあい福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第４３条 新潟市巻ふれあい福祉センター条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２２１

号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の



 

 

方法により公表し」を削る。 

（新潟市黒埼市民会館条例施行規則の一部改正） 

第４４条 新潟市黒埼市民会館条例施行規則（平成１７年新潟市規則第２４８号）の一部

を次のように改正する。 

第１５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市ほたるの里交流館条例施行規則の一部改正） 

第４５条 新潟市ほたるの里交流館条例施行規則（平成１８年新潟市規則第５号）の一部

を次のように改正する。 

第１２条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１４条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第４６条 新潟勤労者総合福祉センター条例施行規則（平成１８年新潟市規則第３７号）

の一部を次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市亀田駅前地域交流センター条例施行規則の一部改正） 

第４７条 新潟市亀田駅前地域交流センター条例施行規則（平成１９年新潟市規則第１７

号）の一部を次のように改正する。 



 

 

第１６条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１８条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市亀田駅駐車場条例施行規則の一部改正） 

第４８条 新潟市亀田駅駐車場条例施行規則（平成１９年新潟市規則第１８号）の一部を

次のように改正する。 

第６条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第８条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市児童館条例施行規則の一部改正） 

第４９条 新潟市児童館条例施行規則（平成１９年新潟市規則第１０３号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１０条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市口腔保健福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第５０条 新潟市口腔保健福祉センター条例施行規則（平成２０年新潟市規則第１０９号）

の一部を次のように改正する。 

第５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 



 

 

（新潟市岩室観光施設条例施行規則の一部改正） 

第５１条 新潟市岩室観光施設条例施行規則（平成２１年新潟市規則第６０号）の一部を

次のように改正する。 

第１２条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１４条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市北区文化会館条例施行規則の一部改正） 

第５２条 新潟市北区文化会館条例施行規則（平成２１年新潟市規則第７６号）の一部を

次のように改正する。 

第１４条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１６条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市文化財旧小澤家住宅条例施行規則の一部改正） 

第５３条 新潟市文化財旧小澤家住宅条例施行規則（平成２２年新潟市規則第５３号）の

一部を次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市東区プラザ条例施行規則の一部改正） 

第５４条 新潟市東区プラザ条例施行規則（平成２３年新潟市規則第４７号）の一部を次

のように改正する。 

第１４条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「



 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１６条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市旧齋藤家別邸条例施行規則の一部改正） 

第５５条 新潟市旧齋藤家別邸条例施行規則（平成２３年新潟市規則第６３号）の一部を

次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市中之口農業体験公園条例施行規則の一部改正） 

第５６条 新潟市中之口農業体験公園条例施行規則（平成２３年新潟市規則第７５号）の

一部を次のように改正する。 

第１５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市マンガ・アニメ情報館及びマンガの家条例施行規則の一部改正） 

第５７条 新潟市マンガ・アニメ情報館及びマンガの家条例施行規則（平成２４年新潟市

規則第７８号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１３条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市江南区文化会館条例施行規則の一部改正） 



 

 

第５８条 新潟市江南区文化会館条例施行規則（平成２４年新潟市規則第８８号）の一部

を次のように改正する。 

第１１条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１３条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市江南区郷土資料館条例施行規則の一部改正） 

第５９条 新潟市江南区郷土資料館条例施行規則（平成２４年新潟市規則第９０号）の一

部を次のように改正する。 

第１１条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１３条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市秋葉区文化会館条例施行規則の一部改正） 

第６０条 新潟市秋葉区文化会館条例施行規則（平成２４年新潟市規則第９２号）の一部

を次のように改正する。 

第１３条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１５条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市岩室民俗史料館条例施行規則の一部改正） 

第６１条 新潟市岩室民俗史料館条例施行規則（平成２６年新潟市規則第７８号）の一部

を次のように改正する。 

  第１１条中「第２４３条の２第１項」を削る。 

第１３条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の



 

 

方法により公表し」を削る。 

（新潟市江南区福祉センター条例施行規則の一部改正） 

第６２条 新潟市江南区福祉センター条例施行規則（平成２７年新潟市規則第８号）の一

部を次のように改正する。 

第１５条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１７条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

（新潟市芸術創造村・国際青少年センター使用料徴収規則の一部改正） 

第６３条 新潟市芸術創造村・国際青少年センター使用料徴収規則（平成２９年新潟市規

則第５９号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第８条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の方

法により公表し」を削る。 

（新潟市新津育ちの森条例施行規則の一部改正） 

第６４条 新潟市新津育ちの森条例施行規則（令和４年新潟市規則第１９号）の一部を次

のように改正する。 

第１０条中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項」を「

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」に改める。 

第１２条の見出し中「及び公表」を削り、同条中「、かつ、市公報への登載その他の

方法により公表し」を削る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


